
労働者派遣事業に係る情報提供

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の
第23条5項 (則第18条の2第3項)の規定に基づき、情報を提供致します

(対象期間)  : 2018年4月1日～2019年3月31日

事業所

協和電子工業株式会社 一本松事業所 (許可番号 派08-300377)

〒308-0842
茨城県筑西市一本松1192-1

派遣労働者の実績

派遣労働者の数 23人
派遣先の数 6件

労働派遣に関する料金

①派遣料金の平均額 /1日８時間当たり 31,080 円
②派遣労働者の賃金 /1日８時間当たり 17,680 円
マージン率 （①－②）÷① 43.11   ％

派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項

教育訓練の種類 対象者 実施方法
賃金支給の

有無
派遣労働者の
費用負担有無

新規採用者への訓練 新規採用者 OFF-JT 有給 無償

職能別訓練 派遣中 OJT,OFF-JT 有給 無償

階層別訓練 派遣中 OFF-JT 有給 無償



マージン率内訳

派遣労働者賃金

教育訓練中の派遣労働者賃金

退職金積み立て

保養所費用

営業経費

間接社員賃金、各種保険料、そ

の他福利厚生費

営業利益
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